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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部とは別に設けられた状態通知部によって、自機が予め定められた状態となってい
ることを自機のユーザに通知する電子機器であって、
　上記ユーザが確認動作を行ったことを検出する確認動作検出手段と、
　上記確認動作検出手段が、上記確認動作が行われたことを検出したときに、通知状態の
状態通知部を確認状態にする手段とを備えていることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　通知状態の状態通知部を確認状態にする上記手段は、通知状態の状態通知部を、上記ユ
ーザが自機の状態を確認するための確認状態に切り替える切替手段であることを特徴とす
る請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　上記状態通知部は、上記状態を示す文字または画像を表示するものであり、
　上記切替手段は、上記状態通知部による文字または画像の表示態様を切り替えることに
よって、上記状態通知部を上記通知状態から上記確認状態に切り替えることを特徴とする
請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　上記状態通知部は、バックライトからの光により、上記状態を示す文字または画像を表
示するものであり、
　上記切替手段は、上記バックライトを点滅させることによって上記状態通知部を通知状
態とし、上記バックライトを点灯させることによって上記状態通知部を確認状態とするこ
とを特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　上記状態通知部は、バックライトからの光により、上記状態を示す文字または画像を表
示するものであり、
　上記切替手段は、上記バックライトを点滅させることによって上記状態通知部を通知状
態とし、上記文字または画像が点灯していると認識されるように、上記バックライトの点
滅周期を上記通知状態よりも短くすることによって上記状態通知部を確認状態とすること
を特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【請求項６】
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　自機の運動状態を検出する状態検出部を備え、
　上記確認動作検出手段は、上記状態検出部が自機の静止を検出している時間が予め定め
た下限時間以上続いた後、上記状態検出部が自機の移動を検出した場合に、上記確認動作
が行われたと判断することを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項７】
　上記確認動作検出手段は、上記状態検出部が自機の静止を検出している時間が予め定め
た下限時間以上続いた後、上記状態検出部が自機の移動を検出し、上記状態検出部が再び
自機の静止を検出した場合に、上記確認動作が行われたと判断することを特徴とする請求
項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　上記状態通知部の向きを検出する向き検出部を備え、
　上記確認動作検出手段は、上記向き検出部が検出した上記状態通知部の向きが予め定め
た範囲内である場合にのみ、上記確認動作が行われたと判断することを特徴とする請求項
１から７の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項９】
　上記確認動作検出手段は、上記確認動作が行われたことを検出した後、予め定められた
待機時間の間は、上記確認動作の検出を行わないことを特徴とする請求項１から８の何れ
か１項に記載の電子機器。
【請求項１０】
　表示部とは別に設けられた状態通知部によって、自機が予め定められた状態となってい
ることを自機のユーザに通知する電子機器の制御方法であって、
　上記ユーザが確認動作を行ったことを検出する確認動作検出ステップと、
　上記確認動作検出ステップで上記確認動作が行われたことを検出したときに、通知状態
の状態通知部を確認状態にするステップとを備えていることを特徴とする電子機器の制御
方法。
【請求項１１】
　表示部が露出しない折りたたみ形態に切り替え可能であり、該折りたたみ形態では、上
記表示部とは別に設けられた状態通知部によって、自装置が予め定められた状態となって
いることを自装置のユーザに通知する携帯端末装置であって、
　上記ユーザが確認動作を行ったことを検出する確認動作検出手段と、
　上記確認動作検出手段が、上記確認動作が行われたことを検出したときに、通知状態の
状態通知部を確認状態にする手段とを備えていることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１２】
　請求項１から９の何れか１項に記載の電子機器を動作させるための制御プログラムであ
って、コンピュータを上記各手段として機能させるための制御プログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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